
様式第３号（第６条関係） 
 

回 答 書 
 

受付番号 回収年月日 回収場所 担当主管課 

第 43 号 令和 8 年 2 月 26 日 中山地域事務所 学校教育課 

題  目（テーマ）：部活動地域移行、拠点校について 

提 案 理 由（要旨） 

 部活動地域展開の説明会において、すべての部活動の拠点校はＡ中学校であるとの

説明を受け、その内容を信じてまいりました。しかしながら、入学直前になって、入

学予定の中学校から、希望する部活動の拠点校はＢ中学校であると知らされ、当時の

説明と異なっていることが分かりました。 

早い段階で正確な情報を知ることができていれば、Ａ中学校区へ転校するなどの選

択肢も検討できたものと考えておりますが、その機会も失われました。また、1 人だ

け別の学校へ向かうことに対する不安も大きい状況です。 

さらに、特定の生徒１人のために別方向への移動手段（バス等）を確保することは、

費用面及び運用面の双方において非効率であると考えます。 

以上のことから、全ての部活動の拠点校を市内一校としていただくことを要望しま

す。 

回  答  内  容 

部活動地域展開に係る拠点校方式による部活動の考え方につきまして、貴重なご意

見・ご提案をいただき、ありがとうございます。 

説明会でお聞きになった内容と、この度入学予定校から示された内容に相違があっ

たとのこと、ご不安な思いを持たれたことと存じます。部活動は生徒にとって学校生

活の大きな柱の一つであり、進学に際して重要な判断材料となるものであることは十

分認識しております。 

伊予市における拠点校方式による部活動につきましては、原則として、在籍校と活

動を希望される中学校の校長間で協議を行い、その承諾が得られた場合には、希望す

る中学校で部活動を行うことが可能である旨をご説明しており、実際にその方針によ

り進めております。拠点校の設定や運用につきましては、各校の部員数や指導体制、

施設の状況等を踏まえ、年度ごとに調整を行っているところであり、必ずしもすべて

の種目を市内一校に固定するものではございません。 

つきましては、具体的な活動の可否や通学方法等も含め、改めて所属される中学校

へご連絡のうえ、入学予定校の先生にご相談くださいますようお願いいたします。教

育委員会といたしましても、各学校と連携・協力しながら、生徒にとってより良い活

動環境の確保に努めてまいりたいと考えています。 

何とぞご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 


